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１．概要 

（１）需要場所  仙台市立病院 

   仙台太白区あすと長町一丁目１番地 

（２）業種及び用途 病院 

２．仕様 

（１）電力供給条件 

  ア）供給電気方式 交流３相３線式 

  イ）供給電圧 標準 ６，０００ ボルト 

  ウ）計量電圧 標準 ６，０００ ボルト 

  エ）標準周波数 ５０ ヘルツ 

  オ）受電方式 ２回線受電（常用線及び予備線） 

（２）契約電力及び予定使用電力量 

  ア）常時供給電力 １，６５０ ｋＷ 

    予備供給電力 常時供給電力と同量とする。 

    自家発補給電力 ３７０ ｋＷ 

  イ）予定使用電力量 １９，９７１，０００ ｋＷｈ 

   （令和３年１０月１日から令和６年９月３０日までの使用量見込み） 

  ウ）力率  ９７％ 

  エ）令和元年度及び２年度使用電力量の実績  （別紙１） 

  オ）令和３年度から令和６年度までの予定使用電力量 （別紙２） 

（３）契約期間 

    令和３年１０月１日０時から令和６年９月３０日２４時まで 

    なお本契約は，地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約である。  

（４）電力量の検針 

    検針日  毎月１日 

            ただし，１日に検針を行うことができない場合は，翌日以降に行うも

のとする。計量は，供給者が設置した計量器により記録された値による

ものとする。 

（５）需給地点  需要場所の構内に施設した区分開閉器（ＵＧＳ）の電源側接続点 

（６）保安責任分界点  需給地点に同じ。 

（７）財産分界点  保安責任分界点に同じ。 

（８）計量場所  需要場所の建物地下電気室のキュービクル内 

（９）代金の算定期間は，毎月１日から当該月の末日までの期間とする。 



（10）料金制度 

    料金制度は，基本料金と電力量料金で構成する料金制など電気事業者が設定すること。

また，電力料金の算定にあたり需要場所を管轄する一般電気事業者が一般需要家に適用す

る燃料費調整単価を上限として調整を行えるものとする。 

（11）力率 

    力率は，その月の毎日８時から２２時までの時間における平均力率とする。単位は，％

とし，小数点以下第１位を四捨五入する（瞬間力率が進み力率となる場合には，その瞬間

力率を１００％とする）。 

    平均力率は，次により算出する。 

    
  100( 　　＋（無効電力量）有効電力量）有効電力量／ ２２

 

（12）電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金 

    電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は，

需要場所を管轄する一般電気事業者が定める特定規模需要の標準供給条件による。 

３．その他 

（１）この施設の外来休診日は，土曜日，日曜日，国民の祝日に関する法律に規定する休日及び

年末年始（12 月 29 日から 1 月 3 日まで）とする。 

（２）料金の算定上必要な計量器及びその付属装置等は，すべて受注者の負担において取付ける

こと。また，既設設備の改造工事等が必要な場合の費用についても受注者の負担とする。 

施工に停電が必要な場合は，発注者が指定する日時に行うこと。 

（３）受注者の発電設備等が事故などにより，電力の供給不能になった場合には，速やかな復旧

が可能な体制を確保すること。ただし，これによる特別料金は別途支払わないものとする。 

（４）季節条件等の変動により電力使用計画を大きく上回る電力を購入する場合にも内訳書の単

価を適用する。 

（５）力率の変動，その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の需給条

件については発注者と受注者とが協議により定める。 


